
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の透明性を図るべく経営チェック機能の充実を重要課題としております。ま
た、行動規範に基づき企業倫理の徹底に努めております。 
２．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 
(1)会社経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 
 １ 監査役体制を採用しております。 
 ２ 社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。 
 ３ 取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位
置付け運用を図っております。 
 ４ 業務執行については、執行役員制を採用し、迅速な経営対応を図っております。 
 ５ 社長直属の組織として内部監査部を設置しており、監査役による監査及び外部監査人による監査とともに内部管理体制の充実を図っておりま
す。また、直通専用回線（ホットライン）を設け、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営強化に努めております。 
 ６ 取締役社長をトップに、また、管理本部長を管理責任者として、年2回のマネジメントレビューを実施しております。これはその時々の各部門にお
けるリスク管理の取組み（リスクの抽出分析、対策の立案ならびに実行）に対する評価を行い、リスク管理体制の強化につなげようとするものでありま
す。 
 ７ 顧問弁護士とは顧問契約に基づき必要の都度助言を受けております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

３．企業属性 

４．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

・支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 
当社は親会社（日本発条（株）、議決権所有割合52.6％）を有しております。 
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本発条株式会社 11,430,000 51.35

ニッパン従業員持株会 1,276,630 5.74

ニッパン仕入先持株会 342,000 1.54

株式会社トープラ 314,000 1.41

前島理絵子 187,000 0.84

国府田広明 156,000 0.70

大和産業株式会社 154,000 0.69

ニッパン得意先持株会 143,000 0.64

齋藤慶二 102,000 0.46

株式会社ヤマウラ 97,000 0.44

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3月

業種 卸売業

（連結）従業員数 100人以上500人未満

（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

親会社 日本発条株式会社(上場：東京)

連結子会社数 10社未満



当社における業務、意思決定、相互牽制等の手続きは、法令及び社内規定に基づいて徹底を図っており、内部統制システムの要求する手続きによ
り運用しております。その遵守状況については、内部監査部門のモニタリングと会計監査人による内部統制監査により、適正な運営を図っておりま
す。また、監査役・会計監査人による財務諸表監査と併せてコーポレート・ガバナンスの維持に努め、少数株主を含むステークホルダーの保護に反
する取引等の発生防止に努めております。 
 
・親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等について 
当社は日本発条（株）の企業グループにおける唯一の専門商社形態の会社であり、同グループ各社と連携しつつ、独自の経営方針を保持しながら
事業の拡大を図ってきております。取引内容もグループ外各社と比較して特異性はなく、また経営に関して親会社の承認を要する事項もなく、コーポ
レート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。  



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

その他社外取締役の主な活動に関する事項 

天木取締役は、10年３月期開催の取締役会12回のうち8回に出席し、主に業界動向およびグループ経営の観点から、議案・審議等につき必要な発言
を適宜行っております。  

【監査役関係】 

監査役と会計監査人の連携状況 

年間監査計画を協議し、期末・中間・四半期決算時及びそれ以外にも四半期に１度程度監査役と会計監査人とのミーティングを開催し、監査実施状
況報告、情報・意見交換等を行っております。  

監査役と内部監査部門の連携状況 

内部監査部が各部門の監査を終了するごとに監査役への報告を行い、監査役からは内部監査事項に関する要望事項を申入れ内容検討を行ってお
ります。  

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
天木武彦 他の会社の出身者 ○   ○   ○   

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b 他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者で
ある

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由

天木武彦 親会社日本発条株式会社代表取締役社長 業界における知識、経験等を勘案して招聘しております。

監査役会の設置の有無 設置している

監査役の人数 3名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2名



会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

その他社外監査役の主な活動に関する事項

 

10年3月期開催の取締役会12回のうち村川監査役は9回出席し（山口監査役は2010年6月就任）、疑問点を明らかにするため適宜質問し、意見を述
べております。10年3月期開催の監査役会11回のうち村川監査役は9回出席し、監査計画に基づき監査結果についての意見交換、監査に関する重
要事項の協議等を行っております。  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

現時点では実施しておりませんが、今後の検討課題としたいと考えております。  

該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

取締役および監査役の報酬等の額  取締役 7名 122,035千円、監査役 3名 15,430千円 
1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。 
2.上記のうち、社外役員（社外取締役1名および社外監査役2名）に対する報酬等の総額は2,520千円であります。またこの他に社外役員に対する当
社親会社または当社親会社の子会社からの役員報酬等の総額は103,561千円であります。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
山口努 他の会社の出身者 ○   ○ ○  ○   

村川正記 他の会社の出身者          

※１ 会社との関係についての選択項目

a

 

親会社出身である

b その他の関係会社出身である

c 当該会社の大株主である

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である

f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるもの
である

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している

i その他

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由

山口努 親会社日本発条（株）代表取締役副社長
親会社グループにおける経営者としての豊富な経験を勘
案して招聘している。

村川正記 （株）トープラ常勤監査役、当社の独立役員

（株）トープラでの内部監査業務及び監査役としての経験
を勘案して招聘している。同社と当社の間の取引関係及
び資本関係から、同社は当社の主要取引先もしくは主要
株主には該当せず、当社経営陣から独立した立場で監査
を行っている。以上のことから、一般株主との利益相反の
生ずるおそれのないものと判断し、独立役員として指定し
ている。

取締役へのインセンティブ付与に関
する施策の実施状況

実施していない

ストックオプションの付与対象者

開示手段 有価証券報告書、営業報告書（事業報告）

開示状況 社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示



社外取締役については、中間・期末決算時には決算取締役会開催前に決算概要の報告及び情報・意見交換を行い、その他親会社グループの関連
会社首脳会議、個別戦略会議等の場を通じて重要事項に関する情報を共有化しております。 
社外監査役については、中間・期末決算時には決算取締役会開催前に決算概要の報告及び情報・意見交換を行い、当社監査役会等の場を通じて
重要事項に関する情報を共有化しております。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

 

当社の組織形態は、監査役設置会社であります。現在、取締役8名のうち1名を社外取締役とし、監査役3名のうち2名を社外監査役とするとともに、
執行役員制を導入し経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確化し、ガバナンス体制の充実に努めております。 
(1)取締役会 
取締役会は、8名（うち社外取締役1名）で構成され、原則として月1回開催しており、取締役会では経営に関わる重要事項の決定及び、取締役の職務
の遂行を監督しております。社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定及び取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保するにあたり、意
見・質問を必要に応じて適宜行っております。また、執行役員制度により、執行役員を業務執行に専念させ、意思決定の迅速化を図っております。 
(2)監査役会 
当社における経営執行上の監視・監督は、取締役会から独立した監査役会がその責務を負っております。監査役会は現在3名（うち社外監査役2名）
で構成され、原則として月1回開催しており、監査の方針・計画等重要事項を協議・決定するとともに、監査役間の情報の共有化を図っております。 
監査役には原則として財務・会計に知見を有する人材を選任するとともに、経営陣から独立した立場にある社外監査役を選任し、監査の実効性を確
保しております。 
(3)内部監査 
社長直轄の内部監査部を組織し各部門の業務監査を実施し、監査結果は直接社長及び常勤監査役に報告されております。 
(4)会計監査人 
会計監査人に新日本有限責任監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行している公認会計士は、鐵 義正氏、佐野 康一氏であり
ます。  



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明
代表者自
身による説
明の有無

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会用補足資料、ＦａｃｔＢｏｏｋ、有価証券報告書、事業
報告書、株主総会招集通知・決議通知を掲載しております。

なし

 補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ＩＳＯ14001環境マネジメントシステムを運用し、またホームページで自社の環境活動につい
て公開しております。



Ⅳ内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

１．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 
下記のとおり、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び会社の業務の適正を確保するための体制を整備
することを基本方針として決定しております。 
 
(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
１ 取締役、従業員を含めた行動規範を制定し遵守を図る。 
２ 役員規程を整備し遵守を図る。 
３ 取締役会規則を整備し、適切な運営の確保に努める。 
４ 取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針及び分担に従い各監査役の監査対象とする。 
５ 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合、直ちに監査役及び取締役会に報告しその是正を図る。 
 
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
１ 規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持
することとする。 
 
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
１ 企業活動に関連したリスクの把握、管理、対処方法、是正手段等を検討する。 
２ リスク管理規程を制定し遵守を図る。 
３ リスクマネジメント組織を設置する。 
 
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
１ 取締役会を原則月1回開催するほか必要に応じ適宜開催する。 
２ 経営に関わる重要事項については事前に経営会議での審議を経て執行決定を行う。 
３ 組織規程、職務分掌規程を整備する。 
 
(5)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
１ コンプライアンス基本規程を制定し遵守を図る。 
２ コンプライアンス統括組織の設置を検討する。 
３ 執行部門から独立した監査部門により内部監査を継続実施する。 
４ コンプライアンスに関する研修体制を整備する。 
５ 内部者通報規程に基づく通報システムを運用する。 
 
(6)株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
１ グループ企業行動憲章を制定し遵守を図る。 
２ 関係会社管理規程を整備し当社への報告制度による経営管理を行い、必要に応じてモニタリングを実施する。 
３ 取締役は、グループ各社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告しその是正を図る。 
 
(7)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 
１ 監査役が補助使用人の設置を求めた場合当社の使用人から監査役補助者を任命することとする。 
２ 監査役補助者の評価は監査役が行い、補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役の同意を得た上で決定することとす
る。 
３ 監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。 
 
(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、及び監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制 
１ 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項についての規程を定め、都度報告する体制を確保する。 
２ 監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 
３ 内部者通報制度の適切な運用を維持することにより、コンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。 
 
２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 
(1)『ニッパングループ行動規範』において、反社会的勢力・団体への対応について以下の基本方針を掲げ、遵守に努めております。 
「私たちは、反社会的勢力や団体との関係を排除するとともに、毅然とした態度で対応します。市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力・団体とは断固として対決し、絶縁していきます。つねに危機管理意識を持ち、反社会的勢力・団体に隙を与えないよう毅然とした態度で臨みま
す。」 
 
(2)反社会的勢力による不当要求に備えた日常のリスク管理態勢については、リスク管理事務局である管理本部企画部を対応統括部署としておりま
す。 
 
(3)万が一反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、緊急事態のリスク管理態勢として、直ちに社長を本部長とする対策本部を設置し、対
応に当たることとしております。  



Ⅴその他 

１．買収防衛に関する事項 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

諸会議体、諸規程をはじめとする既存の仕組みの整備、運用状況チェックを継続し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。  



監査役会 取締役会

会
計
監
査
人

経営者（社長）

経営会議 実績会議

本社各本部

支店等営業部門

内部監査部

内

部

通

報

シ

ス

テ

ム

（

ホ
ッ

ト

ラ

イ

ン
）

リスク、ISO

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

株　　主　　総　　会

選任・解任 選任・解任 選任・解任

連携

連携

監視

統制

重要事項の

審議・決定
報告

監査

監査

連携

顧
問
税
理
士

顧
問
弁
護
士

助言

通報

レビュー

レビュー

経営・監督

業務遂行

・「企業理念」「行動規範」に基
　づく規律の維持

・監査役（会）監査による規律の

　維持
・内部統制体制の整備

コ
ー

ポ
レ
ー

ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス

内
部
統
制
、

リ

ス

ク
マ

ネ
ジ

メ

ン
ト

・「行動規範」を業務執行ライン

　に徹底

・「職務権限」「組織規程」に基
　づく相互牽制機能維持

・「ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ」によるリス

　クへの適切な対応
・「業務規程・ﾏﾆｭｱﾙ・ISO手順」

　による業務執行の徹底

報告

監査

執行役員




